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令和７年９月２６日 

根室市教育委員会訓令第２号 

 

根室市立学校におけるスクールカウンセラー取扱要綱 

 （目的） 

第１条 この要綱は、根室市立学校へ派遣するスクールカウンセラーの取扱い

に関して必要な事項を定めるものとする。 

（任用） 

第２条 スクールカウンセラーは、児童生徒の臨床心理等に関して高度に専門

的な知識及び経験を有する者として、次の各号のいずれかに該当する者の中

から、教育委員会が委嘱する。 

（１） 公認心理師 

（２） 財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士 

（３） 精神科医 

（４） 児童生徒の心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有し、学校教

育法第１条に規定する大学の学長、副学長、教授、准教授又は講師（常時

勤務する者に限る。）又は助教の職にある者又はあった者 

（５） 上記（１）から（４）に準ずる知識及び経験を有すると認められる者

（以下「準ずる者」という。） 

ア 大学院修士課程を修了した者で、心理業務又は児童生徒を対象とした

相談業務について１年以上の経験を有する者 

イ 大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理業務又は児童生徒を対象

とした相談業務について５年以上の経験を有する者 

ウ 医師で、心理業務又は児童生徒を対象とした相談業務について１年以

上の経験を有する者 

エ 公益社団法人日本心理学会が認定する認定心理士資格を有する者 

オ 一般社団法人学校心理士認定運営機構が認定する学校心理士資格を



有する者 

カ その他、教育長が適当と認める資格又は経験を有する者 

 （任期） 

第３条 スクールカウンセラーの任期は、委嘱された日の属する年度の末日ま

でとする。ただし、再任を妨げない。 

（職務の内容） 

第４条 スクールカウンセラーは、教育委員会又は勤務する学校の学校長の指

揮監督の下に、おおむね次の職務を行う。 

（１） 児童生徒へのカウンセリング 

（２） カウンセリング等に関する教職員及び保護者等に対する助言・援助 

（３） 児童生徒のカウンセリング等に関する情報収集・提供 

（４） 根室市いじめ対策基本方針に基づくいじめ重大事態等の対応に関する

指導・助言 

（５） その他児童生徒のカウンセリング等に関し、適当と認められるもの 

（守秘義務） 

第５条 スクールカウンセラーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。 

 （報酬及び費用弁償の支給） 

第６条 スクールカウンセラーの報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例（昭和３３年根室市条例第４２号）の規定による

ものとし、同条例第２条第２項の別表第１に規定する予算の範囲内で市長が

定める報酬の額は、１時間当たり４，３００円とする。ただし、準ずる者は

勤務１時間当たり２，７００円とする。 

２ スクールカウンセラーの費用弁償は、根室市職員等の旅費に関する条例（昭

和３３年１０月２日条例第４５号）の規定により支給する。ただし、北海道

教育委員会による北海道公立学校スクールカウンセラーの派遣を兼ねる場合

は、重複する部分については支給しない。 



３ 報酬及び費用弁償は、月毎に精算し、業務に従事した日の属する月の翌月

に支給する。 

（派遣決定） 

第７条 学校長は、派遣を希望する場合は事前に教育委員会に連絡をする。 

２ 教育委員会は、派遣可能なスクールカウンセラーと日程を調整の上、派遣

日程を決定し、「スクールカウンセラー派遣決定通知書」により学校長へ通知

する。 

３ 教育委員会は、前第１項に定める学校長からの申請がない場合であっても、

スクールカウンセラーの派遣が必要な事案が生じていることを把握した場合

は、スクールカウンセラーを派遣することができる。 

 （実績報告） 

第８条 スクールカウンセラーは、執務内容を「スクールカウンセラー執務記

録簿」に記載し、勤務する学校の学校長に提出するものとする。 

２ 提出を受けた学校長は内容を確認し、原本を学校で保管するものとする。 

３ 学校長は、「スクールカウンセラー勤務整理簿」に勤務内容をまとめ、派遣

後７日以内に前項の写しと合わせて教育委員会に提出するものとする。 

 （雑 則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、教育長が別に定

める。 

   附 則 

 この訓令は、公布の日から施行する。 



別記様式（第７条関係） 

 

                                                             年  月  日 

 根室市立  学校長  様    

                                                    根室市教育委員会教育長   

スクールカウンセラー派遣決定通知書 

 貴校より申請のありましたスクールカウンセラーの派遣については、次のとおり決定しま

したので、通知します。 

記 

 

スクールカウンセラーの氏名 

 

派 遣 日 程 

 

 派遣時数 

 

  備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式（第８条第１項関係） 

スクールカウンセラー執務記録簿 

 

勤務日時     年  月  日（  ）     ～ 

勤務場所    

氏 名                

〈従事した業務〉（○を付すこと） 

  ・児童生徒へのカウンセリング 

  ・カウンセリング等に関する教職員に対する助言・援助 

 ・保護者等に対する助言・援助 

  ・児童生徒のカウンセリング等に関する情報収集・提供 

  ・その他、児童生徒のカウンセリング等に関し各学校等において適当と認めるもの 

 

〈特記事項〉※従事した業務の詳細について記載すること。 

  

 

 

 

 

 

 

 

勤務学校長等の印 

 

 

 

 



別記様式（第８条第３項関係） 

 



 


